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現代中国における地方統治体制

現
代
中
国
に
お
け
る
地
方
統
治
体
制 

―
―
大
区
制
度
を
通
じ
た
統
治
の
展
開
―
―

磯　
　

部　
　
　
　

靖

問
題
の
所
在

第
一
節　

中
共
中
央
地
方
局
再
設
置
の
意
義

第
二
節　

中
共
中
央
地
方
局
指
導
者
の
影
響
力

結　

語

問
題
の
所
在

　

中
華
人
民
共
和
国
（
以
下
、
現
代
中
国
と
略
称
）
の
歴
史
に
お
い
て
、
大
躍
進
期
（
一
九
五
八
年
―
一
九
六
〇
年
）
と
文
化
大
革
命

期
（
一
九
六
六
年
―
一
九
七
六
年
）
の
間
は
、
一
般
的
に
経
済
調
整
期
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
時
期
に
行
わ
れ
た
経
済
調
整
政
策（

（
（

は
、
そ

れ
以
前
の
大
躍
進
政
策
に
と
も
な
う
混
乱
を
収
拾
す
る
た
め
に
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
大
躍
進
政
策
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、

急
進
的
か
つ
大
規
模
な
地
方
分
権（

（
（

が
挙
げ
ら
れ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
大
躍
進
政
策
失
敗
の
一
因
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
の
が
、
こ
う

し
た
急
進
的
か
つ
大
規
模
な
地
方
分
権
で
あ
る（

（
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
大
躍
進
政
策
に
と
も
な
う
混
乱
を
収
拾
す
る
た
め
に
導
入
さ
れ
た
経
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済
調
整
政
策
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
の
急
進
的
か
つ
大
規
模
な
地
方
分
権
が
撤
回
さ
れ
、
そ
の
反
動
と
し
て
中
央
集
権
化
が
図
ら
れ

た
の
は
、
当
然
の
成
り
行
き
と
も
言
え
よ
う
。
こ
の
た
め
、
経
済
調
整
期
に
お
い
て
は
、
大
躍
進
期
か
ら
一
転
し
て
、
中
央
集
権
が

強
化
さ
れ
た
と
指
摘
さ
れ
て
き
た（

（
（

。

　

一
方
、
大
躍
進
政
策
に
と
も
な
う
混
乱
を
収
拾
す
る
た
め
に
、
行
き
過
ぎ
た
地
方
分
権
を
是
正
す
る
施
策
が
実
施
さ
れ
て
い
っ
た

こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
中
央
の
権
限
を
強
め
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
例
え
ば
、

経
済
調
整
政
策
の
導
入
が
本
格
化
す
る
の
に
先
立
ち
、
一
九
五
八
年
の
大
躍
進
政
策
発
動
と
時
を
同
じ
く
し
て
設
置
さ
れ
た
、
中
国

全
土
を
当
初
七
つ
の
地
区
に
分
け
て
経
済
発
展
を
目
指
す
協
作
区（

（
（

の
枠
組
み
が
発
展
的
解
消
す
る
形
で
、
中
共
中
央
地
方
局（

（
（

が
一
九

五
四
年
に
廃
止
さ
れ
て
以
来（

（
（

、
一
九
六
〇
年
九
月
に
再
設
置
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た（

（
（

。
こ
れ
は
、
建
国
以
来
一
九
五
四
年
ま
で

存
在
し
て
い
た
大
区（

（
（

を
通
じ
た
地
方
統
治
体
制
が
、
大
躍
進
期
に
協
作
区
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
を
皮
切
り
に
し
て
、
本
格
的
に
復
活

し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
実
際
、
経
済
調
整
政
策
は
中
共
中
央
地
方
局
の
存
在
を
抜
き
に
し
て
は
実
現
で
き
な
か
っ
た
と
言
っ

て
も
過
言
で
は
な
い（

（1
（

。
こ
れ
ほ
ど
ま
で
中
共
中
央
地
方
局
は
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
従
来
、
そ
の
意
義

は
等
閑
視
さ
れ
て
き
た（

（1
（

。
そ
れ
ゆ
え
に
、
経
済
調
整
期
に
お
い
て
中
央
の
権
限
が
強
化
さ
れ
た
側
面
ば
か
り
が
こ
れ
ま
で
強
調
さ
れ

て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
従
来
の
研
究
に
お
い
て
、
大
躍
進
期
は
過
度
な
地
方
分
権
に
よ
り
混
乱
を
来
た
し
た
と
論
じ
ら
れ
る
一
方
で
、
経

済
調
整
期
は
一
転
し
て
中
央
の
権
限
強
化
が
図
ら
れ
た
と
い
っ
た
よ
う
に
、
両
者
を
対
照
的
に
捉
え
、
大
躍
進
期
か
ら
経
済
調
整
期

へ
の
転
換
の
側
面
を
強
調
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
中
共
中
央
地
方
局
の
再
設
置
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

経
済
調
整
政
策
は
必
ず
し
も
中
央
へ
の
権
限
集
中
の
み
を
図
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
大
躍
進
期
の
地
方
分
権
自

体
、
た
だ
単
に
地
方
へ
急
進
的
か
つ
大
規
模
に
権
限
を
移
管
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
中
央
と
省
市
自
治
区
の
間

に
、
地
区
ご
と
に
管
轄
下
に
あ
る
省
市
自
治
区
を
統
括
す
る
協
作
区
を
設
け
る
こ
と
で
、
急
激
な
地
方
分
権
に
と
も
な
う
混
乱
を
回
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避
す
る
体
制
構
築
も
図
ら
れ
て
い
た（

（1
（

。
言
い
換
え
れ
ば
、
大
躍
進
期
の
混
乱
は
急
進
的
か
つ
大
規
模
な
地
方
分
権
が
元
凶
で
あ
っ
た

と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
混
乱
を
回
避
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
設
置
さ
れ
た
協
作
区
が
、
本
来
期
待
さ
れ
て
い
た
機
能
を
十
分
に
果

た
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ゆ
え
に
生
じ
た
側
面
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
教
訓
に
基
づ
き
、
協
作
区
を
発
展
的
解
消

す
る
形
で
、
中
共
中
央
地
方
局
が
再
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
を
踏
ま
え
る
と
、
大
躍
進
期
か
ら
の
連
続
の
側
面
を
指
摘
で

き
る
。
ま
た
大
躍
進
政
策
推
進
に
あ
た
っ
て
、
協
作
区
の
指
導
者
た
ち
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
別
稿
に

て
明
ら
か
に
し
て
い
る
が（

（1
（

、
経
済
調
整
期
に
お
い
て
も
同
様
に
、
重
要
政
策
の
形
成
や
決
定
に
お
い
て
、
中
共
中
央
地
方
局
の
指
導

者
た
ち
は
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

　

以
上
の
点
を
踏
ま
え
て
、
本
稿
で
は
、
大
躍
進
期
と
経
済
調
整
期
の
間
に
は
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
転
換
よ
り
も
、
む

し
ろ
連
続
の
側
面
が
よ
り
強
く
存
在
し
て
い
た
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
具
体
的
に
は
、
第
一
節
に
お
い
て
、
大
躍
進
期

の
協
作
区
と
関
連
付
け
な
が
ら
、
中
共
中
央
地
方
局
が
再
設
置
さ
れ
た
意
義
を
考
察
し
、
第
二
節
で
は
、
中
共
中
央
地
方
局
の
指
導

者
た
ち
が
、
経
済
調
整
期
の
政
策
決
定
に
果
た
し
て
い
た
役
割
を
検
証
し
て
い
く
。

第
一
節　

中
共
中
央
地
方
局
再
設
置
の
意
義

　

以
下
で
は
、
公
式
文
書
に
依
拠
し
て
、
再
設
置
さ
れ
た
中
共
中
央
地
方
局
に
期
待
さ
れ
た
役
割
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

一　

中
共
中
央
地
方
局
再
設
置
の
背
景
と
目
的

　

中
共
中
央
地
方
局
の
再
設
置
は
、
一
九
六
〇
年
九
月
に
中
央
政
治
局
に
お
い
て
決
定
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
を
追
認
す
る
形
で
、

一
九
六
一
年
一
月
に
開
催
さ
れ
た
中
国
共
産
党
第
八
期
中
央
委
員
会
第
九
回
全
体
会
議
（
以
下
、
八
期
九
中
全
会
と
略
称
）
に
お
い
て
、
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正
式
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た（

（1
（

。

　

中
共
中
央
地
方
局
再
設
置
の
背
景
と
し
て
、
地
区
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
特
色
の
あ
る
経
済
体
系
を
構
築
し
て
い
く
に
は
、
地
方
の

積
極
性
を
よ
り
よ
く
発
揮
さ
せ
、
人
的
物
的
資
源
を
合
理
的
に
活
用
し
て
社
会
主
義
建
設
を
さ
ら
に
加
速
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ

り
、
そ
の
た
め
に
、
大
区
制
度
を
通
じ
た
地
方
統
治
は
戦
略
上
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
る
と
の
認
識
が
あ
っ
た（

（1
（

。
こ
う
し
た
戦
略

的
観
点
に
基
づ
き
、
一
九
五
八
年
か
ら
中
共
中
央
の
決
定
に
よ
り
、
地
区
ご
と
に
協
作
会
議
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
の
ち

に
協
作
区
委
員
会
が
成
立
し
た
。
二
年
余
り
の
実
践
を
経
て
、
協
作
区
は
工
業
分
布
の
合
理
的
配
置
や
経
済
発
展
計
画
の
統
一
的
実

施
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
協
作
区
は
あ
く
ま
で
も
経
済
工
作
の
協
議
機
構
に
過
ぎ
ず
、
そ

の
職
務
も
権
限
も
限
ら
れ
て
お
り
、
事
態
の
進
展
に
対
応
す
る
の
が
難
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
中
共
中
央
は
、
各
中
共
中

央
地
方
局
を
再
設
置
す
る
こ
と
で
六
つ
の
戦
略
地
区
を
形
成
し
、
地
区
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
整
っ
た
経
済
体
系
を
構
築
す
る
た
め
の
指

導
（
（1
（

を
強
化
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
の
で
あ
っ
た（

（1
（

。

　

こ
の
よ
う
に
中
共
中
央
地
方
局
は
、
地
区
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
整
っ
た
経
済
体
系
を
構
築
す
る
こ
と
を
主
要
な
目
的
と
す
る
と
と
も

に
、
各
地
区
の
政
治
、
経
済
、
文
化
、
軍
事
、
党
組
織
等
の
各
種
工
作
に
対
し
て
、
全
面
的
か
つ
統
一
的
な
指
導
を
行
う
こ
と
も
任

務
と
す
る
と
さ
れ
た（

（1
（

。

二　

中
共
中
央
地
方
局
の
組
織
的
特
徴

（
一
）
中
共
中
央
地
方
局
管
轄
下
の
省
市
自
治
区

　

再
設
置
さ
れ
た
六
つ
の
中
共
中
央
地
方
局
は
、
各
地
区
に
お
け
る
党
中
央
の
代
表
機
関
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
省
市
自
治
区

を
管
轄
し
た（

（1
（

。
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・
中
共
中
央
華
北
局
：
北
京
市
、
河
北
省
、
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
、
山
西
省

・
中
共
中
央
東
北
局
：
黒
龍
江
省
、
吉
林
省
、
遼
寧
省

・
中
共
中
央
華
東
局
：
上
海
市
、
江
蘇
省
、
浙
江
省
、
江
西
省
、
福
建
省
、
安
徽
省
、
山
東
省

・
中
共
中
央
中
南
局
：
広
東
省
、
広
西
チ
ワ
ン
族
自
治
区
、
湖
南
省
、
湖
北
省
、
河
南
省

・
中
共
中
央
西
南
局
：
四
川
省
、
雲
南
省
、
貴
州
省
、
チ
ベ
ッ
ト
自
治
区

・
中
共
中
央
西
北
局
：
陝
西
省
、
甘
粛
省
、
青
海
省
、
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
、
寧
夏
回
族
自
治
区

一
方
、
大
躍
進
期
に
設
置
さ
れ
た
各
協
作
区
が
管
轄
し
た
省
市
自
治
区
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
っ
た（

（2
（

。

・
華
北
協
作
区
：
北
京
市
、
河
北
省
、
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
、
山
西
省

・
東
北
協
作
区
：
遼
寧
省
、
吉
林
省
、
黒
龍
江
省

・
華
東
協
作
区
：
上
海
市
、
江
蘇
省
、
浙
江
省
、
安
徽
省
、
江
西
省
、
福
建
省
、
山
東
省

・
華
中
協
作
区
：
湖
南
省
、
湖
北
省
、
河
南
省

・
華
南
協
作
区
：
広
東
省
、
広
西
僮
族
自
治
区

・
西
南
協
作
区
：
四
川
省
、
雲
南
省
、
貴
州
省
、
チ
ベ
ッ
ト
地
区

・
西
北
協
作
区
：
陝
西
省
、
甘
粛
省
、
青
海
省
、
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
、
寧
夏
回
族
自
治
区

　

中
共
中
央
地
方
局
と
協
作
区
が
管
轄
し
た
省
市
自
治
区
を
比
較
す
る
と
、
当
初
、
協
作
区
は
七
つ
設
置
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九
五

九
年
一
二
月
に
華
中
協
作
区
と
華
南
協
作
区
が
合
併
し
て
中
南
協
作
区
と
な
り（

（2
（

、
そ
の
後
、
協
作
区
か
ら
中
共
中
央
地
方
局
に
改
組
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さ
れ
て
も
管
轄
す
る
省
市
自
治
区
に
変
化
は
な
く（

（2
（

、
こ
の
点
に
連
続
性
が
認
め
ら
れ
る
。

（
二
）
建
国
初
期
の
中
共
中
央
地
方
局
と
の
比
較

　

再
設
置
さ
れ
た
中
共
中
央
地
方
局
の
組
織
は
、
建
国
初
期
と
比
べ
て
い
か
な
る
変
化
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
々
頁
の
図
表

に
て
、
両
者
を
比
較
し
て
み
よ
う
。

　

建
国
初
期
と
比
較
す
る
と
、
再
設
置
さ
れ
た
中
共
中
央
地
方
局
で
は
概
ね
組
織
の
数
が
減
少
し
て
い
る
一
方
で
、
中
南
局
だ
け
は

増
加
し
て
い
る
点
が
際
立
っ
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
六
四
年
か
ら
本
格
化
す
る
三
線
建
設（

（2
（

を
推
進
す
る
た
め
に
、
西
南
局
と
西
北
局

に
は
三
線
建
設
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て
い
る
の
も
特
徴
的
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
九
五
四
年
に
い
っ
た
ん
は
廃
止
さ
れ
た
中

共
中
央
地
方
局
に
相
当
す
る
だ
け
の
組
織
が
再
建
さ
れ
た
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
と
言
え
よ
う
。
ま
さ
に
、
大
躍
進
期
の
協
作
区
設
置

を
経
て
、
経
済
調
整
期
に
は
大
区
を
通
じ
た
地
方
統
治
体
制
が
復
活
強
化
さ
れ
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

三　

経
済
調
整
政
策
と
中
共
中
央
地
方
局

　

大
躍
進
政
策
の
一
環
と
し
て
断
行
さ
れ
た
急
進
的
か
つ
大
規
模
な
地
方
分
権
に
と
も
な
う
混
乱
を
収
拾
す
る
た
め
に
、
一
九
六
一

年
に
入
る
と
矢
継
ぎ
早
に
、
そ
の
是
正
策
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
っ
た
。
ま
ず
国
家
計
画
委
員
会
主
任
の
李
富
春（

（2
（

は
、
前
出
の
八
期
九

中
全
会
に
お
い
て
、
統
一
的
指
導
を
強
化
す
る
た
め
に
、
過
度
に
下
放
さ
れ
て
し
ま
っ
た
権
限
を
、
中
央
、
大
区
、
省
市
自
治
区
に

集
中
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
、
と
り
わ
け
こ
れ
か
ら
の
二
～
三
年
は
、
権
限
を
よ
り
多
く
中
央
と
大
区
に
集
中
さ
せ
る
と
の
方
針
を
示

し
た（

（2
（

。
同
様
に
、
中
共
中
央
か
ら
は
「
管
理
体
制
の
調
整
に
関
す
る
若
干
の
規
定
」
が
発
出
さ
れ（

（2
（

、
経
済
管
理
の
大
権
は
、
中
央
、

大
区
、
省
市
自
治
区
に
集
中
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
か
ら
の
二
～
三
年
は
、
特
に
中
央
と
大
区
に
集
中
さ
せ
る
こ
と
に

す
る
と
定
め
ら
れ
た
。
同
年
九
月
に
も
国
家
計
画
委
員
会
か
ら
あ
ら
た
め
て
、
計
画
、
物
資
配
分
、
工
業
管
理
、
労
働
者
管
理
、
財
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政
金
融
に
関
す
る
主
要
な
権
限
は
、
よ
り
い
っ
そ
う
中
央
と
大
区
に
集
中
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
強
調
さ
れ
た（

（2
（

。

　

計
画
立
案
と
り
わ
け
地
区
ご
と
の
計
画
は
、
中
央
の
統
一
的
指
導
の
も
と
、
大
区
ご
と
に
中
共
中
央
地
方
局
が
統
一
的
に
実
施
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
一
九
六
一
年
の
国
民
経
済
計
画
は
、
国
家
計
画
委
員
会
が
大
区
お
よ
び
省
市
自
治
区
と
共
同
で
編
成

作
業
を
行
う
と
の
方
針
が
示
さ
れ
た（

（2
（

。
同
年
九
月
に
は
、
国
家
計
画
委
員
会
が
全
国
的
な
統
一
計
画
の
も
と
で
、
各
大
区
の
計
画
工

作
を
強
化
し
て
、
地
区
ご
と
の
総
合
均
衡
を
次
第
に
実
現
し
て
い
く
と
の
規
定
を
発
出
し
た（

（2
（

。
財
政
面
に
目
を
転
じ
る
と
、
財
政
部

は
中
共
中
央
地
方
局
が
再
建
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
大
区
レ
ベ
ル
の
財
政
も
設
立
す
る
必
要
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
財
政
管

理
体
制
を
拡
充
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
認
識
を
示
す
と
と
も
に
、
大
区
は
一
級
財
政
で
あ
り
、
大
区
の
財
政
権
限
は
、
第
一
に
、

省
市
自
治
区
の
財
政
指
標
の
配
分
と
調
整
、
省
市
自
治
区
の
財
政
工
作
へ
の
指
導
と
監
督
、
国
家
の
予
備
費
か
ら
割
り
当
て
ら
れ
た

資
金
の
使
用
権
で
あ
る
と
明
確
化
し
た（

（3
（

。

　

建
設
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
し
て
は
、
停
止
中
の
案
件
の
再
開
に
あ
た
っ
て
、
地
方
管
轄
の
分
に
つ
い
て
は
、
中
共
中
央
地
方
局
の

批
准
を
受
け
て
か
ら
、
国
家
計
画
委
員
会
に
届
け
出
る
こ
と
と
さ
れ
た（

（3
（

。
一
方
、
新
規
の
建
設
に
つ
い
て
、
小
型
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

で
省
市
自
治
区
に
関
す
る
も
の
は
、
中
共
中
央
地
方
局
が
批
准
を
す
る
こ
と
に
定
め
ら
れ
た（

（3
（

。

　

こ
う
し
た
方
針
の
も
と
、
一
九
六
一
年
の
基
本
建
設
は
、
小
型
の
も
の
は
中
共
中
央
地
方
局
が
審
査
批
准
を
し
た
の
ち
に
、
国
家

計
画
委
員
会
に
届
け
出
る
こ
と
と
さ
れ
た（

（3
（

。
一
九
六
二
年
の
基
本
建
設
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
た（

（3
（

。
総
投
資
額
を

暫
定
的
に
四
二
億
三
千
万
元
と
し
、
そ
の
う
ち
六
億
五
千
万
元
を
、
中
央
で
は
投
資
先
の
省
市
自
治
区
と
費
目
を
指
定
せ
ず
、
各
中

共
中
央
地
方
局
で
差
配
す
る
。
す
で
に
決
ま
っ
た
地
方
分
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
う
ち
、
中
共
中
央
地
方
局
で
再
度
調
整
が
必
要
だ
と

判
断
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
国
家
計
画
委
員
会
と
協
議
の
上
、
調
整
し
て
も
構
わ
な
い
と
し
た
。

　

工
業
管
理
の
面
で
は
、
以
下
の
方
針
が
定
め
ら
れ
た（

（3
（

。
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・
こ
れ
か
ら
二
～
三
年
は
、
権

限
を
よ
り
い
っ
そ
う
中
央
と

大
区
に
集
中
さ
せ
て
、
ヒ
ト
、

モ
ノ
、
カ
ネ
を
大
局
的
見
地

か
ら
統
一
的
に
差
配
す
る
。

・
中
央
と
大
区
の
批
准
を
受
け

ず
に
、
国
家
で
規
定
さ
れ
た

以
上
の
人
員
を
雇
っ
た
り
、

国
家
で
規
定
さ
れ
た
以
上
の

給
与
を
払
っ
て
は
な
ら
な
い
。

・
現
在
、
省
市
自
治
区
が
管
理

し
て
い
る
企
業
の
う
ち
、
全

国
的
な
統
制
を
必
要
と
す
る

製
品
を
扱
っ
て
い
る
重
点
企

業
は
、
中
央
も
し
く
は
大
区

に
よ
る
直
接
管
理
に
改
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・
全
国
的
な
案
件
に
関
し
て
、

い
か
な
る
部
門
い
か
な
る
地

（1949 年 10 月―1954 年 12 月）

中共中央西南局

弁公庁、組織部、宣伝部、統一戦線部、財政経済委員会、紀律検査委
員会、職工工作委員会、青年工作委員会、婦女工作委員会、農村工作
委員会・農村工作部、財政経済工作部、外事委員会、保密委員会、党
校、西南日報委員会、西南工作雑誌委員会、文教工作組、人民武装委
員会、国際活動指導委員会、民族工作委員会、直属機関委員会、西南
軍政委員会直属機関委員会

（1960 年 10 月―1966 年 11 月）
弁公庁、組織部、宣伝部、統一戦線部、計画委員会、農林水産弁公室、
財政糧食貿易弁公室、中央監察委員会駐西南監察組、科学技術委員会、
農林政治部、財政貿易政治部、工交政治部、工交指導小組、財政貿易
指導小組、農林指導小組、三線建設委員会、直属機関委員会

（1941 年 5 月―1954 年 12 月）

中共中央西北局

弁公庁、組織部、宣伝部、統一戦線部、政策研究室、農村工作部、紀
律検査委員会、宗教工作委員会、職工工作委員会、青年工作委員会、
婦女工作委員会、工商委員会、人民武装委員会、国際活動指導委員会、
党校、西北国営企業委員会、西北石油工業委員会、西北軍政委員会直
属機関委員会、西北大区機関総委員会

（1960 年 11 月―1966 年 10 月）
弁公庁、組織部、宣伝部、経済委員会、計画委員会、民族工作委員会、
財政貿易工作弁公室、統一戦線部、調査研究室、科学技術委員会、工
交政治部、財政貿易政治部、農林政治部、三線建設委員会、国防工業
指導小組、機関保密委員会、党刊編輯委員会、中央監察委員会駐西北
監察組、党校

出典：中共中央組織部・中共中央党史研究室・中央档案館編『中国共産党組織史資料』第五巻、過
渡時期和社会主義建設時期（1949.10―1966.5）北京：中共党史出版社、2000 年、117―189 頁；
中共中央組織部・中共中央党史研究室・中央档案館編『中国共産党組織史資料』第六巻、
“ 文化大革命 ” 時期（1966.5―1976.10）北京：中共党史出版社、2000 年、101―130 頁。
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（1948 年 5 月―1954 年 8 月）

中共中央華北局

弁公庁、組織部、宣伝部、政策研究室、社会部、統一戦線部、農村工
作部、財政経済工作委員会、工業部、紀律検査委員会、宗教問題委員
会、保密委員会、編制委員会、工業研究室、新華社華北総分社、建設
雑誌編輯室、婦女工作委員会、企業委員会、党校

（1960 年 11 月―1966 年 12 月）
弁公庁、組織部、宣伝部、政策研究室、文教弁公室、財政貿易弁公室、
農業弁公室、計画委員会、経済委員会、華北経済指導小組、工業工作
部、工交政治部、農業政治部、財政貿易政治部、直属機関委員会

（1949 年 3 月―1954 年 11 月）

中共中央東北局

弁公庁、組織部、宣伝部、統一戦線部、農村工作委員会・農村工作部、
財政経済工作部、紀律検査委員会、職工委員会、青年委員会、婦女委
員会、国際活動指導委員会、党校、東北日報社、新華社東北総分社、
東北広播台、党報委員会

（1960 年 10 月―1967 年 8 月）
弁公庁、組織部、宣伝部、計画委員会、経済委員会、農村工作委員会、
財政貿易工作委員会、科学技術委員会、財政貿易政治部、工交政治部、
紀律検組

（1945 年 9 月―1954 年 11 月）

中共中央華東局

弁公庁、組織部、宣伝部、統一戦線部、政策研究室、社会部、農村工
作委員会・農村工作部、城市工作委員会・企業管理委員会、工業部、
財政経済委員会、紀律検査委員会、文芸工作委員会、台湾工作委員会、
職工運動委員会、青年運動委員会、婦女運動委員会、外事委員会、党
校、新華社華東総分社、解放日報社、直属機関委員会、華東軍政委員
会直属機関委員会

（1960 年 11 月―1966 年冬）
弁公庁、組織部、宣伝部、政治研究室、経済委員会、計画委員会、農
村工作弁公室、財政貿易工作弁公室、無線電管理委員会、科学技術委
員会、工交政治部、財政貿易政治部、農村政治部、財政貿易工作委員
会、農村工作委員会、工交工作委員会、紀律検査組

（1949 年 5 月―1954 年 11 月）

中共中央中南局

弁公庁、組織部、宣伝部、財政経済委員会、統一戦線部、社会部、政
策研究室、城市工作部、農村工作部、外事委員会、紀律検査委員会、
職工工作委員会、青年工作委員会、婦女工作委員会、文芸工作委員会、
新華社中南総分社、長江日報社、党校

（1960 年 10 月―1966 年冬）
弁公庁、組織部、宣伝部、計画委員会、経済委員会、財政貿易弁公
室・財政貿易委員会、農村弁公室・農村委員会、科学技術委員会、政
策研究室、文教委員会、監察委員会、中央監察委員会駐中南監察組、
中南通訊編輯委員会、工交政治部、財政貿易政治部、農村工作部、視
察室、直属機関委員会、統一戦線工作組

図表　中共中央地方局の組織構成�
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方
も
、
中
央
や
大
区
の
同
意
を
得
ず
に
、
独
断
で
処
理
し
て
は
な
ら
ず
、
ま
し
て
や
独
自
に
政
策
を
制
定
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
大
躍
進
政
策
の
推
進
に
際
し
実
施
さ
れ
た
急
進
的
か
つ
大
規
模
な
地
方
分
権
に
と
も
な
う
混
乱
を
是
正
す
る
た

め
、
経
済
調
整
期
に
中
央
集
権
化
が
図
ら
れ
た
の
は
間
違
い
な
い
が
、
実
際
に
は
、
中
央
に
権
限
を
集
中
さ
せ
る
の
み
な
ら
ず
、
大

区
す
な
わ
ち
中
共
中
央
地
方
局
に
も
相
応
の
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

第
二
節　

中
共
中
央
地
方
局
指
導
者
の
影
響
力

　

以
下
で
は
、
中
共
中
央
地
方
局
の
指
導
者
た
ち
が
中
央
に
お
け
る
政
策
決
定
に
対
し
て
、
い
か
に
関
与
し
て
い
た
の
か
と
い
う
点

を
検
証
し
て
い
く
。

一　

協
作
区
指
導
者
と
中
共
中
央
地
方
局
指
導
者
の
異
同

　

ま
ず
は
協
作
区
指
導
者
と
中
共
中
央
地
方
局
指
導
者
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
そ
の
異
同
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

（
一
）
協
作
区
指
導
者

　

協
作
区
は
管
轄
下
に
あ
る
省
市
自
治
区
の
指
導
者
に
よ
る
協
議
体
と
い
う
側
面
が
強
く
、
各
主
任
委
員
が
中
心
的
な
役
割
を
果
た

し
た
以
外
に
、
明
確
な
組
織
構
成
は
現
時
点
で
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
以
下
で
は
各
協
作
区
の
主
任
委
員
の
み
を
取
り

上
げ
る（

（3
（

。
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・
華
北
協
作
区
：
林
鉄
主
任
委
員
（
河
北
省
委
第
一
書
記
、
中
央
委
員
会
委
員
）

・
東
北
協
作
区
：
欧
陽
欽
主
任
委
員
（
黒
龍
江
省
委
第
一
書
記
、
中
央
委
員
会
委
員
）

・
華
東
協
作
区
：
柯
慶
施
主
任
委
員
（
上
海
市
委
第
一
書
記
、
中
央
政
治
局
委
員
）

・
華
中
協
作
区
：
王
任
重
主
任
委
員
（
湖
北
省
委
第
一
書
記
、
中
央
委
員
会
候
補
委
員
）

・
華
南
協
作
区
：
陶
鋳
主
任
委
員
（
広
東
省
委
第
一
書
記
、
中
央
委
員
会
委
員
）

・
西
南
協
作
区
：
李
井
泉
主
任
委
員
（
四
川
省
委
第
一
書
記
、
中
央
政
治
局
委
員
）

・
西
北
協
作
区
：
張
德
生
主
任
委
員
（
陝
西
省
委
第
一
書
記
、
中
央
委
員
会
候
補
委
員
）

　

協
作
区
指
導
者
す
な
わ
ち
各
主
任
委
員
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
で
中
心
的
な
役
割
を
果
た
す
省
市
の
党
委
員
会
第
一
書
記
が
就

任
し
て
い
る
の
が
見
て
取
れ
る
。
ま
た
、
華
東
協
作
区
の
柯
慶
施
と
西
南
協
作
区
の
李
井
泉
が
大
躍
進
政
策
の
推
進
に
大
い
に
貢
献

し
た
こ
と
で
、
中
央
政
治
局
委
員
に
抜
擢
さ
れ
た
の
が
突
出
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
は
概
ね
中
央
委
員
会
委
員
な
い
し
は
中
央
委

員
会
候
補
委
員
レ
ベ
ル
の
地
方
指
導
者
が
担
っ
て
い
た
。

（
二
）
中
共
中
央
地
方
局
指
導
者

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
再
建
さ
れ
た
中
共
中
央
地
方
局
は
、
建
国
初
期
と
同
様
に
数
多
く
の
組
織
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
ま

た
、
そ
の
指
導
部
に
も
多
数
の
人
員
が
名
を
連
ね
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
人
員
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
、
各
中
共
中
央
地
方
局
指
導
部

の
中
で
も
と
り
わ
け
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
第
三
書
記
以
上
の
指
導
者
に
つ
い
て
概
観
し
た
い（

（3
（

。

・
中
共
中
央
華
北
局
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第
一
書
記
：�

李
雪
峰
（
北
京
軍
区
第
一
政
治
委
員
、
中
央
書
記
処
書
記
、
中
央
委
員
会
委
員
）
＊
建
国
後
、
中
南
行
政
委
員
会
副
主
席
、

中
央
副
秘
書
長
、
中
央
工
業
交
通
工
作
部
部
長
な
ど
を
歴
任

第
二
書
記
：
烏
蘭
夫
（
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
委
第
一
書
記
、
中
央
委
員
会
委
員
）

第
三
書
記
：
林
鉄
（
河
北
省
委
第
一
書
記
、
中
央
委
員
会
委
員
）
＊
華
北
協
作
区
で
は
主
任
委
員

・
中
共
中
央
東
北
局

第
一
書
記
：�

宋
任
窮
（
瀋
陽
軍
区
第
一
政
治
委
員
、
中
央
委
員
会
委
員
）
＊
建
国
後
、
雲
南
省
委
第
一
書
記
、
中
共
中
央
西
南
局
第

一
副
書
記
、
中
央
副
秘
書
長
、
人
民
解
放
軍
監
察
委
員
会
副
書
記
、
第
二
機
械
工
業
部
部
長
、
第
三
機
械
工
業
部

部
長
な
ど
を
歴
任

第
二
書
記
：
欧
陽
欽
（
黒
龍
江
省
委
第
一
書
記
、
中
央
委
員
会
委
員
）
＊
東
北
協
作
区
で
は
主
任
委
員

第
三
書
記
：�

馬
明
方
（
中
央
委
員
会
委
員
）
＊
建
国
後
、
陝
西
省
委
書
記
、
陝
西
省
人
民
政
府
主
席
、
中
共
中
央
西
北
局
第
三
書

記
、
西
北
行
政
委
員
会
副
主
席
、
中
央
組
織
部
副
部
長
、
中
央
副
秘
書
長
、
中
央
財
貿
部
部
長
な
ど
を
歴
任

・
中
共
中
央
華
東
局

第
一
書
記
：�

柯
慶
施
（
上
海
市
委
第
一
書
記
、
南
京
軍
区
第
一
政
治
委
員
、
中
央
政
治
局
委
員
）
＊
華
東
協
作
区
主
任
委
員
か
ら
留
任
、

一
九
六
五
年
四
月
に
逝
去
、
そ
の
後
欠
員

第
二
書
記
：
曾
希
聖
（
一
九
六
二
年
二
月
ま
で
安
徽
省
委
第
一
書
記
、
中
央
委
員
会
委
員
）

第
三
書
記
：�

李
葆
華
（
一
九
六
二
年
二
月
か
ら
安
徽
省
委
第
一
書
記
、
中
央
委
員
会
委
員
）
＊
建
国
後
、
水
利
部
副
部
長
、
水
力
電
力

部
副
部
長
な
ど
を
歴
任
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・
中
共
中
央
中
南
局

第
一
書
記
：�

陶
鋳
（
広
東
省
委
第
一
書
記
、
広
州
軍
区
第
一
政
治
委
員
、
中
央
委
員
会
委
員
）
＊
華
南
（
中
南
）
協
作
区
主
任
委
員
か

ら
留
任

第
二
書
記
：
王
任
重
（
湖
北
省
委
第
一
書
記
、
中
央
委
員
会
候
補
委
員
）
＊
華
中
協
作
区
で
は
主
任
委
員

第
三
書
記
：�

陳
郁
（
広
東
省
委
書
記
、
広
東
省
省
長
、
中
央
委
員
会
委
員
）
＊
一
九
六
一
年
四
月
か
ら
一
九
六
五
年
五
月
ま
で
常
務

書
記

・
中
共
中
央
西
南
局

第
一
書
記
：
李
井
泉
（
四
川
省
委
第
一
書
記
、
成
都
軍
区
第
一
政
治
委
員
、
中
央
政
治
局
委
員
）
＊
西
南
協
作
区
主
任
委
員
か
ら
留
任

　
　
　
　
　

＊
第
二
書
記
お
よ
び
第
三
書
記
の
設
置
は
な
し

・
中
共
中
央
西
北
局

第
一
書
記
：�

劉
瀾
濤
（
蘭
州
軍
区
第
一
政
治
委
員
、
中
央
書
記
処
候
補
書
記
）
＊
建
国
後
、
中
共
中
央
華
北
局
第
三
書
記
、
華
北
行

政
委
員
会
主
席
、
華
北
軍
区
副
政
治
委
員
、
中
央
監
察
委
員
会
副
書
記
、
中
央
副
秘
書
長
な
ど
を
歴
任

第
二
書
記
：�

張
德
生
（
陝
西
省
委
第
一
書
記
、
中
央
委
員
会
候
補
委
員
）
＊
西
北
協
作
区
で
は
主
任
委
員
、
一
九
六
五
年
三
月
に
逝

去

　
　
　
　
　

�

胡
耀
邦
（
陝
西
省
委
第
一
書
記
、
中
央
委
員
会
委
員
、
中
国
共
産
主
義
青
年
団
中
央
書
記
処
第
一
書
記
）
＊
一
九
六
五
年

五
月
の
み
、
そ
の
後
欠
員
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第
三
書
記
：�

胡
耀
邦
（
一
九
六
四
年
一
一
月
―
一
九
六
五
年
五
月
ま
で
陝
西
省
委
第
一
書
記
代
行
、
一
九
六
五
年
五
月
―
一
〇
月
ま
で
陝

西
省
委
第
一
書
記
）
＊
一
九
六
三
年
一
一
月
か
ら
一
九
六
五
年
五
月
ま
で
、
そ
の
後
欠
員

　

以
上
、
各
中
共
中
央
地
方
局
の
指
導
者
の
比
較
を
試
み
て
み
る
と
、
地
区
に
よ
っ
て
は
、
西
南
局
の
よ
う
に
第
二
書
記
や
第
三
書

記
を
設
け
な
っ
た
地
区
も
あ
れ
ば
、
華
東
局
の
よ
う
に
第
一
書
記
の
柯
慶
施
逝
去
に
よ
り
欠
員
が
出
た
ま
ま
補
充
さ
れ
な
い
地
区
も

あ
っ
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
一
方
、
西
北
局
に
お
い
て
は
第
二
書
記
の
張
徳
生
逝
去
に
よ
り
生
じ
た
欠
員
の
補
充
を
め
ぐ
っ
て
混

乱
が
生
じ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

協
作
区
主
任
委
員
と
中
共
中
央
地
方
局
第
一
書
記
の
比
較
で
は
、
華
東
局
、
中
南
局
、
西
南
局
で
同
一
人
物
が
留
任
し
た
一
方
で
、

華
北
局
、
東
北
局
、
西
北
局
で
は
交
代
が
あ
り
、
新
た
に
就
任
し
た
第
一
書
記
は
、
大
軍
区
の
要
職
を
兼
任
し
て
い
た
り
、
中
央
な

い
し
は
他
地
区
か
ら
異
動
し
て
き
た
者
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
華
北
協
作
区
、
東
北
協
作
区
、
西
北
協

作
区
で
主
任
委
員
を
務
め
て
い
た
者
た
ち
も
、
引
き
続
き
再
建
さ
れ
た
中
共
中
央
地
方
局
で
第
二
書
記
な
い
し
は
第
三
書
記
と
し
て

留
ま
っ
た
。
こ
れ
ら
の
者
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
の
管
轄
下
に
あ
る
省
委
第
一
書
記
を
以
前
か
ら
務
め
て
い
た
の
で
、
妥
当
な

措
置
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
協
作
区
か
ら
中
共
中
央
地
方
局
へ
改
組
さ
れ
る
こ
と
を
通
じ
て
指
導
部
の
拡
充
が
図
ら
れ
た
の

で
あ
っ
た
。

二　

中
共
中
央
地
方
局
指
導
者
に
よ
る
重
要
会
議
へ
の
関
与

　

既
述
し
た
よ
う
に
、
大
躍
進
政
策
の
推
進
に
あ
た
り
、
協
作
区
指
導
者
た
ち
は
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
経
済
調
整
期
に
お

い
て
、
中
共
中
央
地
方
局
指
導
者
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
彼
ら
の
果
た
し
た
役
割
を
、

こ
の
時
期
に
開
催
さ
れ
た
重
要
会
議
に
か
か
わ
る
時
系
列
を
追
う
こ
と
で
検
証
し
た
い
。
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（
一
）
中
央
工
作
会
議
（
一
九
六
一
年
八
月
二
三
日
―
九
月
一
六
日（

（3
（

）：
廬
山
に
て

八
月
二
三
日
：
毛
沢
東
が
中
共
中
央
地
方
局
第
一
書
記
も
参
加
し
た
中
央
政
治
局
常
務
委
員
会
拡
大
会
議
を
主
宰
、
中
央
工
作

会
議
の
日
程
・
議
題
に
つ
い
て
話
し
合
う
と
と
も
に
、
各
地
の
農
村
の
状
況
に
つ
い
て
尋
ね
る
。

九
月
一
日
午
後
：
毛
沢
東
が
中
共
中
央
地
方
局
第
一
書
記
に
よ
る
報
告
会
を
主
宰
、
周
恩
来（

（3
（

や
陳
雲（

（4
（

も
参
加
し
た
。

＊
毛
沢
東
は
中
共
中
央
地
方
局
第
一
書
記
ら
と
、
中
央
工
作
会
議
開
催
に
際
し
て
話
し
合
い
の
場
を
設
け
、
議
事
進
行
に
つ
い

て
打
ち
合
わ
せ
て
い
た
。

（
二
）
拡
大
中
央
工
作
会
議（

（4
（

（
一
九
六
二
年
一
月
一
一
日
―
二
月
七
日（

（4
（

）：
北
京
に
て

一
〇
月
三
日
：
毛
沢
東
は
鄧
小
平（

（4
（

に
中
共
中
央
地
方
局
第
一
書
記
を
招
集
し
て
生
産
隊
を
人
民
公
社
の
基
本
単
位
と
す
る
問
題

に
つ
い
て
五
日
に
話
し
合
い
た
い
と
伝
え
る
。

一
〇
月
六
日
：
毛
沢
東
は
中
共
中
央
地
方
局
第
一
書
記
お
よ
び
王
任
重
、
劉
建
勲（

（4
（

、
劉
子
厚（

（4
（

な
ど
と
の
座
談
会
を
主
宰
し
、
人

民
公
社
の
基
本
単
位
に
つ
い
て
討
議
。

一
一
月
五
日
：
毛
沢
東
は
中
共
中
央
地
方
局
第
一
書
記
が
参
加
す
る
中
央
政
治
局
常
務
委
員
会
拡
大
会
議
を
主
宰
し
、
翌
六
日

か
ら
中
共
中
央
地
方
局
第
一
書
記
会
議
で
、
人
民
公
社
の
基
本
単
位
、
食
糧
問
題
、
ソ
連
共
産
党
第
二
二
回
党
大
会
問
題
、

第
二
期
全
国
人
民
代
表
大
会
第
三
回
会
議
の
開
催
問
題
に
つ
い
て
話
し
合
う
と
決
定
し
た
。

一
一
月
一
二
日
夜
：
毛
沢
東
は
中
共
中
央
地
方
局
第
一
書
記
が
参
加
す
る
中
央
政
治
局
常
務
委
員
会
拡
大
会
議
を
主
宰
し
、
そ

れ
に
先
立
ち
六
日
か
ら
開
催
さ
れ
た
中
共
中
央
地
方
局
第
一
書
記
会
議
で
の
議
論
に
つ
い
て
報
告
を
受
け
る
。

一
二
月
二
〇
日
か
ら
一
月
一
〇
日
：
毛
沢
東
は
中
共
中
央
地
方
局
・
省
級
党
委
指
導
者
、
中
央
各
部
委
指
導
者
に
よ
る
会
議
を
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開
き
、
国
内
外
の
情
勢
、
一
九
六
二
年
の
経
済
計
画
と
今
後
の
長
期
計
画
、
商
業
・
農
村
の
基
本
単
位
、
党
工
作
、
拡
大
中

央
工
作
会
議
に
つ
い
て
話
し
合
う
。

＊
拡
大
中
央
工
作
会
議
開
催
の
三
か
月
以
上
も
前
か
ら
、
毛
沢
東
は
中
共
中
央
地
方
局
第
一
書
記
ら
と
議
題
に
つ
い
て
綿
密
に

打
ち
合
わ
せ
て
い
た
。

（
三
）
中
国
共
産
党
第
八
期
中
央
委
員
会
第
一
〇
回
全
体
会
議
（
一
九
六
二
年
九
月
二
四
日
―
二
七
日（

（4
（

）：
北
京
に
て

七
月
二
〇
日
：
毛
沢
東
は
中
共
中
央
地
方
局
第
一
書
記
会
議
を
主
宰
し
、
講
話
を
行
う
。

七
月
二
八
日
午
後
：
毛
沢
東
は
中
央
政
治
局
常
務
委
員
、
中
共
中
央
地
方
局
第
一
書
記
、
陳
伯
達（

（4
（

、
羅
瑞
卿（

（4
（

、
王
任
重
ら
の
参

加
し
た
会
議
を
主
宰
。

八
月
二
二
日
：
毛
沢
東
は
中
央
政
治
局
常
務
委
員
、
中
共
中
央
地
方
局
第
一
書
記
、
彭
真（

（4
（

、
李
先
念（

（5
（

、
陳
伯
達
の
参
加
し
た
会

議
を
主
宰
。

八
月
二
六
日
か
ら
九
月
二
三
日
：
八
期
一
〇
中
全
会
準
備
会
議
を
開
催
。

八
月
二
七
日
：
八
期
一
〇
中
全
会
準
備
会
議
期
間
中
、
中
央
政
治
局
常
務
委
員
、
中
共
中
央
地
方
局
第
一
書
記
、
彭
真
、
李
先

念
、
陳
伯
達
が
参
加
す
る
会
議
を
開
催
。

＊
八
期
一
〇
中
全
会
は
、
毛
沢
東
が
社
会
主
義
社
会
に
お
け
る
階
級
闘
争
を
提
起
し
、
の
ち
の
文
化
大
革
命
に
向
か
う
大
き
な

転
機
に
な
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
が
、
毛
は
同
会
議
に
向
け
て
中
共
中
央
地
方
局
第
一
書
記
ら
と
二
か
月
以
上
を
か
け

て
綿
密
に
打
ち
合
わ
せ
て
い
た
。

（
四
）
中
央
工
作
会
議
（
一
九
六
三
年
二
月
一
一
日
―
二
八
日（

（5
（

）：
北
京
に
て
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二
月
五
日
：
中
央
政
治
局
常
務
委
員
と
中
共
中
央
地
方
局
第
一
書
記
の
合
同
会
議
を
開
催
。

二
月
六
日
―
九
日
：
中
央
政
治
局
委
員
、
中
央
書
記
処
書
記
、
中
共
中
央
地
方
局
第
一
書
記
の
合
同
会
議
を
開
催
し
、
五
反
（
汚

職
・
窃
盗
、
投
機
、
浪
費
、
分
散
主
義
、
官
僚
主
義
の
取
り
締
ま
り
）、
食
糧
、
増
産
節
約
、
機
構
の
簡
素
化
等
に
つ
い
て
話
し
合

い
、
ま
も
な
く
開
催
さ
れ
る
中
央
工
作
会
議
の
準
備
を
す
る
。

二
月
二
六
日
：
毛
沢
東
は
劉
少
奇（

（5
（

、
周
恩
来
、
鄧
小
平
、
中
共
中
央
地
方
局
第
一
書
記
た
ち
と
農
村
工
作
に
つ
い
て
談
話
。

＊
中
央
工
作
会
議
に
先
立
ち
、
毛
沢
東
は
中
共
中
央
地
方
局
第
一
書
記
ら
と
農
村
工
作
に
つ
い
て
綿
密
に
打
ち
合
わ
せ
を
行
っ

た
。

（
五
）
中
央
工
作
会
議
（
一
九
六
三
年
九
月
六
日
―
二
七
日（

（5
（

）：
北
京
に
て

八
月
一
九
日
―
二
七
日
：
中
共
中
央
地
方
局
第
一
書
記
会
議
で
、
一
九
六
四
年
の
国
民
経
済
計
画
に
つ
い
て
討
議
、
鄧
小
平
が

主
宰
し
、
薄
一
波
が
同
計
画
案
を
説
明
。

＊
中
央
工
作
会
議
に
先
立
ち
、
中
共
中
央
地
方
局
第
一
書
記
ら
は
一
九
六
四
年
の
国
民
経
済
計
画
に
つ
い
て
綿
密
に
打
ち
合
わ

せ
て
い
た
。

（
六
）
中
央
工
作
会
議
（
一
九
六
四
年
五
月
一
五
日
―
六
月
一
七
日（

（5
（

）：
北
京
に
て

五
月
二
八
日
：
劉
少
奇
が
中
共
中
央
地
方
局
第
一
書
記
も
参
加
す
る
第
三
次
五
カ
年
計
画
に
つ
い
て
の
話
し
合
い
を
主
宰
し
、

毛
沢
東
は
西
南
地
区
の
三
線
建
設
に
力
を
入
れ
る
よ
う
に
と
の
指
示
を
伝
え
た
。

六
月
八
日
：
毛
沢
東
は
中
央
政
治
局
常
務
委
員
会
拡
大
会
議
を
主
宰
し
、
わ
が
国
の
三
分
の
一
の
権
力
は
わ
れ
わ
れ
の
手
の
中

に
な
く
、
敵
の
手
の
中
に
あ
る
と
指
摘
。
中
共
中
央
中
南
局
第
一
書
記
の
陶
鋳
と
中
共
中
央
華
北
局
第
一
書
記
の
李
雪
峰
が
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『
毛
沢
東
選
集
』
第
五
巻
の
出
版（

（5
（

を
提
案
。
ま
た
、
中
共
中
央
東
北
局
第
一
書
記
の
宋
任
窮
に
よ
る
革
命
事
業
継
承
者
育
成
に

関
す
る
報
告
を
受
け
て
毛
は
、
注
目
に
値
す
る
と
述
べ
、
そ
の
重
要
性
を
力
説
し
た
。

六
月
一
六
日
：
毛
沢
東
は
中
央
政
治
局
常
務
委
員
と
中
共
中
央
地
方
局
第
一
書
記
の
合
同
会
議
を
主
宰
し
、
各
大
区
や
各
省
市

自
治
区
が
戦
争
に
備
え
て
計
画
し
、
民
兵
工
作
、
軍
需
工
場
建
設
も
主
導
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
修
正
主
義
の
出
現
を
防

止
す
る
た
め
に
、
革
命
事
業
の
継
承
者
育
成
が
急
務
だ
と
強
調
し
た
。

＊
中
央
工
作
会
議
期
間
中
、
毛
沢
東
は
中
共
中
央
地
方
局
第
一
書
記
ら
に
対
し
て
第
三
次
五
カ
年
計
画
に
お
け
る
三
線
建
設
の

重
要
性
は
も
と
よ
り
革
命
事
業
の
継
承
者
育
成
の
必
要
性
を
力
説
し
て
い
た
。

（
七
）
中
央
工
作
会
議
（
一
九
六
四
年
一
二
月
一
五
日
―
一
九
六
五
年
一
月
一
四
日（

（5
（

）：
北
京
に
て

一
二
月
一
七
日
：
中
共
中
央
西
北
局
第
一
書
記
の
劉
瀾
濤
は
、
敵
に
指
導
権
を
奪
わ
れ
て
い
る
と
す
る
毛
沢
東
の
主
張
に
呼
応

し
て
、
西
北
地
区
の
合
計
三
二
八
の
県
市
委
お
よ
び
市
轄
区
委
の
半
分
に
同
様
の
問
題
が
あ
る
と
指
摘
。

一
二
月
一
八
日
：
李
雪
峰
は
、
事
態
は
ま
す
ま
す
深
刻
化
し
て
い
る
と
し
て
、
山
西
省
の
八
つ
の
重
点
県
の
う
ち
三
県
に
問
題

が
あ
り
、
同
県
委
常
務
委
員
七
二
名
の
う
ち
三
八
人
に
問
題
が
あ
る
と
発
言
。

一
二
月
二
〇
日
：
中
央
政
治
局
常
務
委
員
会
拡
大
会
議
が
開
催
さ
れ
、
中
央
政
治
局
常
務
委
員
、
中
央
政
治
局
委
員
・
中
央
書

記
処
書
記
の
一
部
、
中
共
中
央
地
方
局
第
一
書
記
と
省
委
第
一
書
記
の
一
部
の
合
計
三
一
名
が
参
加
し
て
、
農
村
に
お
け
る

目
下
の
主
要
矛
盾
の
問
題
に
つ
い
て
討
議
し
た
。
そ
の
際
に
、
毛
沢
東
は
農
村
の
基
層
幹
部
が
農
民
を
搾
取
す
る
実
権
派
と

な
っ
て
い
る
た
め
、
ま
ず
は
こ
の
問
題
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
、
前
出
の
陶
鋳
や
李
雪
峰
ら
が
毛
沢
東
に
呼

応
し
て
発
言
。

＊
中
央
工
作
会
議
期
間
中
、
農
村
で
資
本
主
義
勢
力
に
よ
っ
て
指
導
権
が
奪
わ
れ
て
い
る
と
の
危
機
感
を
強
め
る
毛
沢
東
に
呼
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応
し
て
、
中
共
中
央
地
方
局
第
一
書
記
た
ち
は
発
言
し
、
毛
に
加
勢
し
た
。

（
八
）
中
央
工
作
会
議
（
一
九
六
五
年
九
月
一
八
日
―
一
〇
月
一
二
日（

（5
（

）：
北
京
に
て

一
〇
月
八
日
：
毛
沢
東
は
中
共
中
央
地
方
局
第
一
書
記
と
の
会
議
を
開
催
し
て
、
階
級
闘
争
や
ソ
連
へ
の
対
応
、
呉
晗
の
問
題（

（5
（

に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
。

一
〇
月
一
〇
日
：
毛
沢
東
は
中
共
中
央
地
方
局
第
一
書
記
と
の
会
議
を
開
催
、
そ
の
際
に
毛
は
、
造
反
を
恐
れ
て
は
い
け
な
い
、

中
央
に
修
正
主
義
が
起
こ
っ
た
ら
、
造
反
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
の
よ
う
な
人
物
が
現
れ
て
も
、
地
方
に

小
三
線
が
あ
れ
ば
造
反
も
容
易
で
あ
る
と
述
べ
た
。

一
〇
月
一
二
日
：
中
央
工
作
会
議
第
二
回
全
体
会
議
で
毛
沢
東
は
、
地
方
が
小
型
の
鉄
鋼
工
場
を
作
る
こ
と
を
支
持
し
た
。
ま

た
、
中
央
に
修
正
主
義
が
現
れ
た
ら
、
地
方
は
造
反
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
の
た
め
に
造
反
す
る
準
備
を
し
て
お
く
こ

と
が
重
要
だ
と
強
調
し
た
。

＊
中
央
工
作
会
議
期
間
中
、
毛
沢
東
は
中
央
に
お
け
る
修
正
主
義
出
現
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
、
し
か
る
べ
き
時
に
地
方
は
造
反
せ

よ
と
呼
び
か
け
て
お
り
、
翌
一
九
六
六
年
に
発
動
さ
れ
る
文
化
大
革
命
の
伏
線
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
政
策
決
定
に
か
か
わ
る
重
要
会
議
の
前
あ
る
い
は
開
催
期
間
中
に
、
中
共
中
央
地
方
局
第
一
書
記
が
参
加
し
た

会
議
や
話
し
合
い
の
場
が
設
け
ら
れ
、
彼
ら
の
動
向
が
少
な
か
ら
ず
重
要
政
策
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

三　

中
共
中
央
地
方
局
指
導
者
に
よ
る
重
要
政
策
へ
の
関
与

　

こ
の
時
期
に
議
論
さ
れ
た
重
要
政
策
の
形
成
に
、
中
共
中
央
地
方
局
指
導
者
な
い
し
は
各
地
の
地
方
指
導
者
が
ど
の
よ
う
に
関
与
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し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
、
社
会
主
義
教
育
運
動（

（5
（

を
中
心
に
時
系
列
で
概
観
し
て
み
よ
う（

（6
（

。

一
九
六
三
年

二
月
一
五
日
：
毛
沢
東
は
、
湖
南
省
に
お
け
る
階
級
闘
争
の
激
し
さ
や
戸
別
請
負
制
の
問
題
に
つ
い
て
の
張
平
化
（
湖
南
省
委
第

一
書
記
）
に
よ
る
報
告
を
、
開
催
中
の
中
央
工
作
会
議
参
加
者
に
配
布
し
、
検
討
す
る
こ
と
を
指
示
。

二
月
二
〇
日
：
毛
沢
東
は
、
河
北
省
委
に
よ
る
同
省
で
の
四
清
（
給
与
、
帳
簿
、
財
産
、
在
庫
の
精
査
）
に
つ
い
て
の
報
告
を
中
央

工
作
会
議
参
加
者
に
配
布
し
、
検
討
す
る
よ
う
に
指
示
。

五
月
一
日
：
毛
沢
東
は
、
全
て
の
中
共
中
央
地
方
局
第
一
書
記
が
杭
州
に
来
て
、
農
村
工
作
に
関
す
る
文
書
起
草
に
つ
い
て
の

検
討
に
参
加
す
る
よ
う
要
請
。

五
月
七
日
―
一
一
日
：
杭
州
で
中
共
中
央
地
方
局
第
一
書
記
、
彭
真
、
陳
伯
達
、
江
華
、
胡
耀
邦
が
参
加
し
て
、「
目
下
の
農
村

工
作
に
お
け
る
若
干
の
問
題
に
関
す
る
決
定
」（
前
十
条
）
の
草
案
に
つ
い
て
討
議
、
周
恩
来
と
鄧
小
平
も
部
分
的
に
参
加
。

五
月
一
二
日
：
毛
沢
東
は
社
会
主
義
教
育
運
動
の
こ
と
で
思
い
悩
み
昨
晩
一
睡
も
で
き
ず
、
早
朝
に
中
共
中
央
地
方
局
第
一
書

記
た
ち
を
呼
び
出
し
て
、
彼
ら
に
対
し
焦
ら
ず
じ
っ
く
り
と
取
り
組
む
よ
う
に
と
再
度
指
示
。

一
一
月
三
日
：
杭
州
滞
在
中
に
毛
沢
東
は
、
劉
少
奇
、
鄧
小
平
、
柯
慶
施
、
羅
瑞
卿
、
謝
富
治
、
田
家
英
、
華
東
地
区
各
省
委

第
一
書
記
ら
と
会
議
を
開
催
し
、
前
十
条
の
修
正
に
つ
い
て
討
議
す
る
と
同
時
に
、
社
会
主
義
教
育
運
動
を
も
っ
と
広
く
宣

伝
す
べ
き
で
あ
る
と
指
示
。

一
一
月
一
四
日
：
中
央
政
治
局
拡
大
会
議
で
毛
沢
東
は
、
同
年
九
月
に
中
央
工
作
会
議
で
前
十
条
を
制
定
し
て
以
降
、
河
北
、

河
南
、
湖
北
、
湖
南
、
広
東
の
各
省
委
と
中
共
中
央
中
南
局
の
指
導
者
、
そ
れ
か
ら
中
共
中
央
華
東
局
と
華
東
地
区
各
省
の

指
導
者
ら
と
と
も
に
農
村
で
の
社
会
主
義
教
育
運
動
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
と
こ
ろ
、
さ
ら
に
範
囲
を
広
げ
て
同
運
動
を
宣
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伝
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
い
う
結
果
に
達
し
た
と
語
っ
た
。

一
二
月
一
三
日
：
毛
沢
東
は
、
湖
南
省
指
導
者
の
李
瑞
山（

（6
（

と
華
国
鋒（

（6
（

が
広
東
省
の
農
業
生
産
状
況
を
視
察
し
た
際
の
報
告
（
広
東

省
で
は
毛
の
指
示
に
基
づ
き
生
産
を
増
や
し
た
実
績
）
を
中
央
の
指
導
者
に
回
覧
す
る
と
と
も
に
、
広
く
各
級
幹
部
に
も
転
送
す

る
よ
う
に
と
指
示
。

一
九
六
四
年

八
月
二
〇
日
：
毛
沢
東
は
、
北
戴
河
で
の
華
北
学
習
会
に
参
加
し
て
い
る
李
雪
峰
、
烏
蘭
夫（

（6
（

、
陶
魯
茄（

（6
（

、
劉
仁（

（6
（

な
ど
と
社
会
主

義
教
育
運
動
に
つ
い
て
談
話
。

八
月
二
九
日
―
九
月
一
日
：
毛
沢
東
は
、
中
共
中
央
地
方
局
第
一
書
記
会
議
を
開
催
し
て
、
社
会
主
義
教
育
運
動
の
進
め
方
や

「
農
村
社
会
主
義
教
育
運
動
に
お
け
る
若
干
の
具
体
的
政
策
に
関
す
る
規
定
」（
後
十
条
）
の
修
正
草
案
に
つ
い
て
討
議
。

八
月
三
〇
日
：
毛
沢
東
は
、
中
共
中
央
地
方
局
第
一
書
記
会
議
に
参
加
し
て
い
る
李
井
泉
、
陶
鋳
、
李
雪
峰
、
劉
瀾
濤
、
宋
任

窮
、
王
任
重
、
譚
啓
龍（

（6
（

ら
と
談
話
。
そ
の
際
に
毛
は
、
社
会
主
義
教
育
運
動
を
工
作
隊
の
指
導
の
も
と
で
進
め
よ
う
と
す
る

劉
少
奇
の
や
り
方
に
不
満
を
表
明
し
、
農
民
が
主
体
と
な
っ
た
階
級
闘
争
を
徹
底
さ
せ
な
い
と
い
け
な
い
と
指
摘
。

一
一
月
中
旬
：
近
年
、
農
村
で
の
階
級
闘
争
は
深
刻
な
事
態
に
陥
っ
て
お
り
、
多
く
の
農
村
で
指
導
権
は
わ
れ
わ
れ
の
手
の
中

に
な
く
、
貧
富
の
格
差
と
階
級
分
化
が
極
度
に
進
む
と
と
も
に
、
基
層
幹
部
が
新
た
な
富
裕
農
民
階
級
の
代
表
者
と
な
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
と
の
、
一
一
月
一
三
日
付
広
東
省
委
の
報
告
に
注
目
す
る
よ
う
に
と
毛
沢
東
は
指
示
。

一
一
月
二
六
日
：
毛
沢
東
は
、
湖
北
省
に
お
け
る
社
会
主
義
教
育
運
動
に
関
す
る
王
任
重
（
湖
北
省
委
第
一
書
記
）
に
よ
る
一
一

月
一
五
日
付
の
報
告
を
称
賛
し
、
劉
少
奇
、
周
恩
来
、
鄧
小
平
、
彭
真
、
李
富
春
、
薄
一
波
ら
に
一
読
を
指
示
。

一
二
月
一
日
：
中
共
中
央
中
南
局
第
一
書
記
の
陶
鋳
は
毛
沢
東
と
中
共
中
央
宛
に
、
広
東
省
で
の
調
査
の
結
果
、
こ
こ
数
年
、
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農
村
で
の
階
級
闘
争
は
深
刻
な
事
態
に
陥
っ
て
お
り
、
基
層
組
織
の
指
導
権
が
資
本
主
義
勢
力
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
る
と
と
も

に
階
級
分
化
が
進
ん
で
い
て
、
新
富
裕
農
民
階
層
は
結
託
し
て
貧
農
や
中
農
ら
を
搾
取
し
て
い
る
と
報
告
し
た
。
毛
沢
東
は

こ
の
報
告
を
称
賛
し
、
ま
も
な
く
開
催
さ
れ
る
中
央
工
作
会
議
で
配
布
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
二
月
一
三
日
：
湖
南
省
で
の
調
査
の
結
果
、
基
層
組
織
の
三
分
の
一
以
上
が
敵
に
指
導
権
を
奪
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し

た
と
の
報
告
を
毛
沢
東
は
称
賛
し
、
一
二
月
一
五
日
に
中
央
工
作
会
議
で
配
布
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
九
六
六
年

二
月
二
五
日
：
農
村
、
工
場
、
商
業
で
の
物
質
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
よ
る
発
展
を
優
先
さ
せ
る
方
法
を
、
毛
主
席
の
思
想
と

は
相
容
れ
な
い
と
批
判
し
、
今
後
は
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
優
先
で
大
衆
の
積
極
性
を
引
き
出
す
べ
き
だ
と
す
る
前
出
の
王
任

重
に
よ
る
演
説
を
、
毛
沢
東
は
称
賛
し
、
そ
の
原
稿
を
劉
少
奇
に
転
送
し
て
、
一
読
す
る
よ
う
に
と
指
示
。

　

同
様
に
三
線
建
設
の
推
進
に
も
、
中
共
中
央
地
方
局
の
指
導
者
た
ち
は
関
与
し
て
い
た（

（6
（

。
例
え
ば
、
一
九
六
四
年
五
月
二
八
日
に

は
、
中
共
中
央
地
方
局
第
一
書
記
た
ち
が
参
加
し
て
第
三
次
五
カ
年
計
画
に
つ
い
て
話
し
合
わ
れ
た
際
に
、
毛
沢
東
か
ら
西
南
地
区

の
三
線
建
設
に
注
力
す
る
よ
う
に
と
の
指
示
が
伝
え
ら
れ
た
。
翌
六
月
一
六
日
に
毛
沢
東
は
、
中
央
政
治
局
常
務
委
員
と
中
共
中
央

地
方
局
第
一
書
記
の
合
同
会
議
を
主
宰
し
、
各
大
区
や
各
省
市
自
治
区
が
戦
争
に
備
え
る
た
め
の
計
画
を
立
案
す
る
と
と
も
に
、
民

兵
工
作
、
軍
需
工
場
設
立
も
主
導
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
強
調
し
た
。
ま
た
、
地
方
軍
需
工
場
と
後
方
基
地
の
建
設
を
進
め
る
こ

と
で
戦
争
準
備
体
制
構
築
を
図
る
と
す
る
広
東
省
委
に
よ
る
一
〇
月
一
八
日
付
の
報
告
を
、
毛
沢
東
は
劉
少
奇
、
周
恩
来
、
鄧
小
平
、

彭
真
、
羅
瑞
卿
に
転
送
し
、
同
省
委
の
試
み
を
見
習
い
中
央
で
も
同
様
の
施
策
を
検
討
す
る
よ
う
に
と
指
示
し
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
中
共
中
央
地
方
局
の
指
導
者
た
ち
は
、
社
会
主
義
教
育
運
動
や
三
線
建
設
を
め
ぐ
る
議
論
に
参
加
し
た
り
、
管
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轄
地
区
で
の
試
行
的
施
策
の
実
践
例
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
重
要
政
策
の
形
成
に
関
与
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

結　

語

　

本
稿
で
は
、
大
躍
進
期
に
設
置
さ
れ
た
協
作
区
を
発
展
的
解
消
す
る
形
で
再
設
置
さ
れ
た
中
共
中
央
地
方
局
に
焦
点
を
当
て
、
経

済
調
整
政
策
に
対
し
て
中
共
中
央
地
方
局
お
よ
び
そ
の
指
導
者
た
ち
が
果
た
し
た
役
割
を
検
証
し
て
き
た
。
本
稿
に
お
け
る
分
析
を

通
じ
て
得
ら
れ
た
知
見
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

第
一
節
に
お
い
て
は
、
大
躍
進
期
の
協
作
区
と
関
連
付
け
な
が
ら
、
中
共
中
央
地
方
局
が
再
設
置
さ
れ
た
意
義
を
考
察
す
る
こ
と

で
、
経
済
調
整
期
に
大
区
を
通
じ
た
地
方
統
治
体
制
が
復
活
強
化
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
で
き
た
。
第
二
節
で
は
、
中
共
中
央
地
方
局

の
指
導
者
た
ち
が
、
経
済
調
整
期
の
政
策
決
定
に
果
た
し
て
い
た
役
割
を
検
証
す
る
こ
と
で
、
大
躍
進
期
に
引
き
続
き
、
経
済
調
整

期
に
お
い
て
も
彼
ら
が
重
要
政
策
の
形
成
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
実
態
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
経
済
調
整
政
期
に
中
共
中
央
地
方
局
が
果
た
し
た
役
割
を
考
察
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
大
躍
進
期
と
経
済
調
整

期
の
間
に
、
少
な
く
と
も
中
央
・
地
方
関
係
の
観
点
か
ら
は
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
転
換
の
側
面
よ
り
も
、
む
し
ろ
連
続

の
側
面
が
よ
り
強
く
存
在
し
て
い
た
と
結
論
付
け
ら
れ
よ
う
。
今
後
の
研
究
課
題
と
し
て
、
今
回
は
言
及
で
き
な
か
っ
た
、
他
の
中

央
指
導
者
や
各
中
共
中
央
地
方
局
指
導
者
に
関
連
す
る
文
献
、
そ
し
て
各
中
共
中
央
地
方
局
が
発
行
し
て
い
た
文
書
に
基
づ
く
分
析

も
踏
ま
え
て
、
本
稿
で
展
開
し
た
議
論
を
さ
ら
に
拡
充
さ
せ
て
い
く
と
と
も
に
、
毛
沢
東
時
代
の
中
央
・
地
方
関
係
を
総
括
す
る
上

で
経
済
調
整
期
に
生
起
し
た
事
象
が
有
す
る
意
義
へ
の
考
察
も
深
め
た
い
。

（
1
）　

こ
の
時
期
の
経
済
調
整
政
策
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
研
究
に
お
い
て
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
劉
国
光
主
編
『
中
国
十
個
五
年
計
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劃
研
究
報
告
』
北
京
：
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
、
一
八
五
―
二
五
八
頁
。

（
2
）　

大
躍
進
期
に
断
行
さ
れ
た
急
進
的
か
つ
大
規
模
な
地
方
分
権
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
者
が
言
及
し
て
い
る
が
、
差
し
当
た
り
、
以

下
の
研
究
を
参
照
さ
れ
た
い
。
楊
小
雲
『
新
中
国
中
央
與
地
方
関
係
沿
革
』
北
京
：
世
界
知
識
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
、
九
二
―
九
四
頁
。

（
3
）　

宇
野
重
昭
・
小
林
弘
二
・
矢
吹
晋
『
現
代
中
国
の
歴
史
一
九
四
九
～
一
九
八
五
―
―
毛
沢
東
時
代
か
ら
鄧
小
平
時
代
へ
―
―
』
有
斐

閣
、
一
九
八
六
年
、
一
七
六
―
一
七
七
頁
。

（
4
）　

経
済
調
整
期
に
実
施
さ
れ
た
中
央
集
権
化
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
以
下
の
研
究
を
参
照
さ
れ
た
い
。
石
原
享
一
「
一
九
七
〇
年
代

ま
で
の
中
国
経
済
管
理
―
シ
ス
テ
ム
と
実
態
」、
毛
里
和
子
編
『
毛
沢
東
時
代
の
中
国
』
日
本
国
際
問
題
研
究
所
、
一
九
九
〇
年
、
一
五

〇
―
一
五
一
頁
。

（
5
）　

大
躍
進
政
策
と
協
作
区
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
研
究
を
参
照
さ
れ
た
い
。
磯
部
靖
「
現
代
中
国
に
お
け
る
大
区
制
度
の
復
活

―
―
大
躍
進
政
策
と
協
作
区
の
設
置
―
―
」、『
教
養
論
叢
』
第
一
四
六
号
、
二
〇
二
五
年
二
月
、
一
〇
五
―
一
六
〇
頁
。

（
6
）　

中
共
中
央
地
方
局
と
は
、
中
共
中
央
華
北
局
、
中
共
中
央
東
北
局
、
中
共
中
央
華
東
局
、
中
共
中
央
中
南
局
、
中
共
中
央
西
南
局
、

中
共
中
央
西
北
局
の
総
称
で
あ
る
。
一
方
、
中
国
語
で
は
略
称
と
し
て
「
中
央
局
」
と
い
う
呼
称
が
用
い
ら
れ
る
が
、
本
来
、
中
共
中
央

地
方
局
は
中
共
中
央
の
代
表
機
関
と
し
て
各
地
区
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
所
在
地
は
地
方
で
あ
る
に
も
か
か
ら
ず
、「
中
央

局
」
の
名
称
を
用
い
た
の
で
は
混
乱
を
来
た
す
恐
れ
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
本
稿
で
は
、「
中
央
局
」
で
は
な
く
、
中
共
中
央
地
方
局
と
い

う
名
称
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

（
7
）　

一
九
五
四
年
に
、
第
一
次
五
カ
年
計
画
を
遂
行
す
る
上
で
、
経
済
建
設
に
対
す
る
集
中
統
一
的
指
導
と
省
市
自
治
区
に
対
す
る
指
導

を
強
化
す
る
た
め
、
そ
し
て
中
央
と
工
業
部
門
の
幹
部
需
要
に
応
え
る
た
め
に
、
中
共
中
央
は
そ
の
地
方
局
と
地
方
分
局
の
廃
止
を
決
定

し
た
（
中
国
共
産
党
第
八
届
中
央
委
員
会
第
九
次
全
体
会
議
「
関
於
成
立
中
央
局
的
決
議
」（
一
九
六
一
年
一
月
一
八
日
）、
中
共
中
央
文

献
研
究
室
編
『
建
国
以
来
重
要
文
献
選
編
』
第
一
四
冊
、
北
京
：
中
央
文
献
出
版
社
、
一
九
九
七
年
、
七
五
頁
）。

（
8
）　

中
共
中
央
地
方
局
再
設
置
に
至
る
過
程
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
研
究
を
参
照
さ
れ
た
い
。
前
掲
、「
現
代
中
国
に
お
け
る
大
区
制
度

の
復
活
」、
一
四
九
―
一
五
〇
頁
。

（
9
）　

大
区
と
は
、
中
央
と
省
市
自
治
区
の
間
に
設
け
ら
れ
た
、
地
区
ご
と
に
複
数
の
省
市
自
治
区
を
統
括
す
る
仕
組
み
の
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
、
建
国
初
期
に
存
在
し
た
大
行
政
区
や
中
共
中
央
地
方
局
、
大
躍
進
期
の
協
作
区
、
経
済
調
整
期
か
ら
文
化
大
革
命
期
初
頭
ま
で
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再
設
置
さ
れ
た
中
共
中
央
地
方
局
な
ど
が
、
そ
れ
に
あ
た
る
。

（
10
）　

経
済
調
整
政
策
に
中
共
中
央
地
方
局
が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
研
究
が
包
括
的
な
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
黄
喜
佳

『
中
国
共
産
党
中
央
局
の
研
究
―
集
権
と
分
権
を
架
橋
す
る
広
域
統
治
機
構
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
五
年
、
一
〇
七
―
一
三
五
頁
。

（
11
）　

こ
う
し
た
中
、
以
下
の
研
究
は
い
ち
早
く
経
済
調
整
期
に
お
け
る
中
共
中
央
地
方
局
の
重
要
性
に
着
目
し
て
お
り
、
先
駆
的
意
義
を

有
し
て
い
る
。D

avid S.G. Goodm
an, Centre and Province in the People’s R

epublic of China: Sichuan and G
uizhou, 

1955-1965,  Cam
bridge: Cam

bridge U
niversity Press, 1986, pp. 159-176.

（
12
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
研
究
に
お
い
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
前
掲
、「
現
代
中
国
に
お
け
る
大
区
制
度
の
復
活
」、
一
一
一
―

一
二
八
頁
。

（
13
）　

同
右
、
一
二
八
―
一
四
九
頁
。

（
14
）　

前
掲
、「
関
於
成
立
中
央
局
的
決
議
」、
七
五
頁
。

（
15
）　

同
右
、
七
五
―
七
六
頁

（
16
）　

中
国
語
で
は
「
領
導
」
と
表
記
し
、
そ
こ
に
は
指
揮
命
令
権
を
行
使
す
る
意
味
が
含
ま
れ
る
。
一
方
、
中
国
語
で
「
指
導
」
は
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
を
示
す
と
い
う
意
味
で
、「
領
導
」
と
は
区
別
さ
れ
る
。
た
だ
し
日
本
の
現
代
中
国
政
治
研
究
で
は
、
従
来
か
ら
「
領
導
」
の

訳
語
と
し
て
、
一
般
的
に
「
指
導
」
が
用
い
ら
れ
て
き
て
い
る
た
め
、
本
稿
も
そ
れ
に
倣
う
こ
と
に
す
る
。

（
17
）　

前
掲
、「
関
於
成
立
中
央
局
的
決
議
」、
七
六
頁

（
18
）　

同
右
、
七
六
―
七
七
頁

（
19
）　

同
右
、
七
六
頁

（
20
）　

中
共
中
央
「
関
於
加
強
協
作
区
工
作
的
決
定
」（
一
九
五
八
年
六
月
一
日
）、
中
共
中
央
文
献
研
究
室
編
『
建
国
以
来
重
要
文
献
選

編
』
第
一
一
冊
、
北
京
：
中
央
文
献
出
版
社
、
一
九
九
五
年
、
三
四
七
―
三
四
八
頁
。

（
21
）　

中
共
中
央
「
関
於
将
華
中
、
華
南
協
作
区
合
併
為
中
南
協
作
区
的
決
定
」（
一
九
五
九
年
一
二
月
一
六
日
）、
中
共
中
央
組
織
部
・
中

共
中
央
党
史
研
究
室
・
中
央
档
案
館
『
中
国
共
産
党
組
織
史
資
料
』
第
九
巻
、
文
献
選
編
（
下
）
一
九
四
九
・
一
〇
―
一
九
六
六
・
五
、

北
京
：
中
共
党
史
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
六
八
〇
頁
。

（
22
）　

な
お
、
若
干
の
名
称
の
変
化
は
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
広
西
僮
族
自
治
区
は
広
西
チ
ワ
ン
族
自
治
区
へ
名
称
変
更
さ
れ
、
チ
ベ
ッ
ト
地
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区
は
チ
ベ
ッ
ト
自
治
区
へ
と
改
称
さ
れ
た
。

（
23
）　

三
線
建
設
と
は
、
米
ソ
両
国
を
中
心
と
し
た
対
外
的
脅
威
に
備
え
る
た
め
、
西
南
地
区
や
西
北
地
区
に
軍
需
産
業
を
中
心
と
し
た
後

方
基
地
を
建
設
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
他
の
各
省
市
自
治
区
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
小
三
線
と
呼
ば
れ
る
後
方
基
地
を
建
設
す
る
こ
と
を
図
る

戦
略
を
指
す
。
三
線
建
設
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
研
究
に
お
い
て
包
括
的
な
考
察
が
行
わ
れ
て
い
る
。
呉
暁
林
『
毛
沢
東
時
代
の
工
業
化

戦
略
―
―
三
線
建
設
の
政
治
経
済
学
―
―
』
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
〇
二
年
。
ま
た
下
記
の
文
献
は
、
三
線
建
設
に
関
連
す
る
文
書
を
数

多
く
収
録
し
て
お
り
、
資
料
的
価
値
が
高
い
。
陳
夕
総
主
編
『
中
国
共
産
党
與
三
線
建
設
』
北
京
：
中
共
党
史
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
。

（
24
）　

中
央
政
治
局
委
員
、
中
央
書
記
処
書
記
、
国
務
院
副
総
理
兼
国
家
計
画
委
員
会
主
任

（
25
）　

李
富
春
「
関
於
安
排
一
九
六
一
年
国
民
経
済
計
劃
的
意
見
」（
一
九
六
一
年
一
月
一
四
日
）、
前
掲
、『
建
国
以
来
重
要
文
献
選
編
』

第
一
四
冊
、
四
三
頁
。

（
26
）　

中
共
中
央
「
関
於
調
整
管
理
体
制
的
若
干
暫
行
規
定
」（
一
九
六
一
年
一
月
二
〇
日
）、
同
右
、
一
〇
二
―
一
〇
五
頁
。

（
27
）　

国
家
計
委
党
組
「
関
於
第
二
個
五
年
計
劃
後
両
年
補
充
計
劃
（
控
制
数
字
）
的
報
告
」（
一
九
六
一
年
九
月
二
九
日
）、
同
右
、
七
二

〇
頁
。

（
28
）　

前
掲
、「
関
於
安
排
一
九
六
一
年
国
民
経
済
計
劃
的
意
見
」、
四
二
―
四
三
頁
。

（
29
）　

国
家
計
画
委
員
会
党
組
「
関
於
改
進
計
劃
工
作
的
幾
項
規
定
」（
一
九
六
一
年
九
月
）
＊
日
に
ち
の
記
載
な
し
、
前
掲
、『
建
国
以
来

重
要
文
献
選
編
』
第
一
四
冊
、
七
四
五
頁
。

（
30
）　

財
政
部
党
組
「
関
於
改
進
財
政
体
制
，
加
強
財
政
管
理
的
報
告
」（
一
九
六
〇
年
一
二
月
三
一
日
）、
同
右
、
五
〇
―
五
二
頁
。

（
31
）　

中
共
中
央
批
轉
「
国
家
計
劃
委
員
会
党
組
『
関
於
安
排
一
九
六
一
年
基
本
建
設
計
劃
的
報
告
』」（
一
九
六
一
年
四
月
九
日
）、
同
右
、

二
五
五
頁
。

（
32
）　

国
家
計
劃
委
員
会
党
組
「
関
於
安
排
一
九
六
一
年
基
本
建
設
計
劃
的
報
告
」（
一
九
六
一
年
四
月
二
日
）、
同
右
、
二
七
〇
頁
。

（
33
）　

同
右
、
二
五
六
頁
。

（
34
）　

前
掲
、「
関
於
第
二
個
五
年
計
劃
後
両
年
補
充
計
劃
（
控
制
数
字
）
的
報
告
」、
七
一
三
頁
。

（
35
）　

中
共
中
央
「
関
於
当
前
工
業
問
題
的
指
示
」（
一
九
六
一
年
九
月
一
五
日
）、
前
掲
、『
建
国
以
来
重
要
文
献
選
編
』
第
一
四
冊
、
六

一
八
―
六
三
三
頁
。
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（
36
）　

前
掲
、「
関
於
加
強
協
作
区
工
作
的
決
定
」、
三
四
七
―
三
四
八
頁
。

（
37
）　

中
共
中
央
組
織
部
・
中
共
中
央
党
史
研
究
室
・
中
央
档
案
館
『
中
国
共
産
党
組
織
史
資
料
』
第
五
巻
、
過
渡
時
期
和
社
会
主
義
建
設

時
期
（
一
九
四
九
・
一
〇
―
一
九
六
五
・
五
）、
北
京
：
中
共
党
史
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
一
七
―
一
八
九
頁
。

（
38
）　

中
共
中
央
文
献
研
究
室
編
『
毛
沢
東
年
譜
（
一
九
四
九
―
一
九
七
六
）』
第
五
巻
、
北
京
：
中
央
文
献
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
、
一

一
―
一
六
頁
。

（
39
）　

中
央
副
主
席
、
中
央
政
治
局
常
務
委
員
、
国
務
院
総
理

（
40
）　

中
央
副
主
席
、
中
央
政
治
局
常
務
委
員
、
中
央
財
政
経
済
小
組
組
長
、
国
務
院
副
総
理
。

（
41
）　

別
名
、「
七
千
人
会
議
」
と
も
称
さ
れ
る
。「
七
千
人
会
議
」
開
催
に
至
る
ま
で
の
経
緯
と
同
会
議
に
お
け
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
薄

一
波
（
中
央
政
治
局
候
補
委
員
、
中
央
財
政
経
済
小
組
副
組
長
、
国
務
院
副
総
理
兼
国
家
経
済
委
員
会
主
任
）
が
、
当
事
者
と
し
て
以
下

の
回
顧
録
の
中
で
詳
細
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
薄
一
波
『
若
干
重
大
決
策
與
事
件
的
回
顧
』
下
巻
、
北
京
：
中
共
中
央
党
校
出
版
社
、

一
九
九
三
年
、
一
〇
一
四
―
一
〇
四
六
頁
。

（
42
）　

前
掲
、『
毛
沢
東
年
譜
（
一
九
四
九
―
一
九
七
六
）』
第
五
巻
、
三
五
―
七
〇
頁
。

（
43
）　

中
央
政
治
局
常
務
委
員
、
中
央
総
書
記
、
国
務
院
副
総
理

（
44
）　

中
共
中
央
中
南
局
書
記
処
書
記
、
河
南
省
委
第
一
書
記
、
河
南
省
軍
区
第
一
政
治
委
員

（
45
）　

中
共
中
央
華
北
局
書
記
処
書
記
、
河
北
省
委
書
記
処
書
記
、
河
北
省
省
長

（
46
）　

前
掲
、『
毛
沢
東
年
譜
（
一
九
四
九
―
一
九
七
六
）』
第
五
巻
、
一
一
六
―
一
五
〇
頁
。

（
47
）　

中
央
政
治
局
候
補
委
員
、
中
央
宣
伝
部
副
部
長
、
中
央
政
治
研
究
室
主
任
、『
紅
旗
』
総
編
集
長
、
中
国
科
学
院
副
院
長
、
毛
沢
東

秘
書
、
国
家
計
画
委
員
会
副
主
任

（
48
）　

人
民
解
放
軍
総
参
謀
長
、
中
央
書
記
処
書
記
、
国
務
院
副
総
理

（
49
）　

中
央
政
治
局
委
員
、
中
央
書
記
処
書
記
、
北
京
市
委
第
一
書
記

（
50
）　

中
央
政
治
局
委
員
、
中
央
書
記
処
書
記
、
国
務
院
副
総
理
兼
財
政
部
部
長

（
51
）　

前
掲
、『
毛
沢
東
年
譜
（
一
九
四
九
―
一
九
七
六
）』
第
五
巻
、
一
八
七
―
一
九
七
頁
。

（
52
）　

中
央
副
主
席
、
中
央
政
治
局
常
務
委
員
、
国
家
主
席
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（
53
）　

前
掲
、『
毛
沢
東
年
譜
（
一
九
四
九
―
一
九
七
六
）』
第
五
巻
、
二
三
八
―
二
五
〇
頁
。

（
54
）　

同
右
、
三
五
〇
―
三
六
三
頁
。
同
会
議
で
は
、
第
三
次
五
カ
年
計
画
期
の
農
業
発
展
計
画
や
農
村
工
作
、
社
会
主
義
教
育
運
動
に
つ

い
て
討
議
す
る
と
と
も
に
、
毛
沢
東
が
提
起
し
た
三
線
建
設
、
反
修
正
主
義
、
軍
事
的
戦
略
方
針
、
革
命
事
業
の
継
承
者
育
成
問
題
な
ど

に
つ
い
て
も
話
し
合
わ
れ
た
。

（
55
）　

当
時
、『
毛
沢
東
選
集
』
第
四
巻
ま
で
は
刊
行
済
み
で
あ
っ
た
。
結
果
と
し
て
、
同
書
第
五
巻
は
毛
沢
東
死
後
の
一
九
七
七
年
に
、

毛
の
後
継
者
で
あ
る
華
国
鋒
ら
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
た
（
中
共
中
央
毛
沢
東
主
席
著
作
編
輯
出
版
委
員
会
編
『
毛
沢
東
選
集
』
第
五
巻
、

北
京
：
人
民
出
版
社
、
一
九
七
七
年
）。

（
56
）　

前
掲
、『
毛
沢
東
年
譜
（
一
九
四
九
―
一
九
七
六
）』
第
五
巻
、
四
四
八
―
四
五
三
頁
。
同
会
議
は
、
目
下
の
農
村
に
お
け
る
社
会
主

義
教
育
運
動
に
つ
い
て
討
議
し
、
同
運
動
に
関
し
て
の
文
書
を
採
択
す
る
こ
と
を
目
的
に
開
催
さ
れ
た
。
毛
沢
東
の
講
話
に
基
づ
き
起
草

さ
れ
た
「
農
村
社
会
主
義
教
育
運
動
に
お
い
て
目
下
提
起
さ
れ
た
若
干
の
問
題
」（
二
十
三
条
）
が
一
九
六
五
年
一
月
一
四
日
に
中
共
中

央
か
ら
発
出
さ
れ
、
こ
れ
と
抵
触
す
る
こ
れ
ま
で
発
し
た
社
会
主
義
教
育
運
動
に
関
す
る
文
書
は
二
十
三
条
に
な
ら
う
こ
と
と
し
た
。
な

お
、
こ
の
期
間
に
社
会
主
義
教
育
運
動
を
め
ぐ
っ
て
毛
沢
東
と
劉
少
奇
の
間
に
深
刻
な
亀
裂
が
生
じ
、
文
化
大
革
命
発
動
へ
の
伏
線
と
な

っ
た
。

（
57
）　

同
右
、
五
二
八
―
五
三
五
頁
。
同
会
議
に
お
い
て
、
国
家
計
画
委
員
会
が
提
出
し
た
一
九
六
六
年
の
国
民
経
済
計
画
綱
要
が
採
択
さ

れ
、
同
綱
要
で
は
、
社
会
主
義
教
育
運
動
を
引
き
続
き
強
力
に
展
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
。
ま
た
同
会
議
に
お
い
て
、
第
三

次
五
カ
年
計
画
で
は
、
国
防
建
設
を
第
一
に
掲
げ
、
三
線
建
設
を
加
速
し
、
工
業
分
布
の
沿
海
部
偏
重
を
是
正
し
て
い
く
と
の
方
針
も
示

さ
れ
た
。

（
58
）　

呉
晗
（
北
京
市
副
市
長
、
中
国
科
学
院
哲
学
社
会
科
学
部
委
員
、
歴
史
学
者
）
の
執
筆
し
た
新
編
歴
史
劇
『
海
瑞
免
官
』
が
、
毛
沢

東
に
よ
り
失
脚
さ
せ
ら
れ
た
彭
徳
懐
の
名
誉
回
復
と
毛
へ
の
批
判
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
、
周
知
の
よ
う
に
、
そ
れ
は
文

化
大
革
命
発
動
の
要
因
の
一
つ
と
な
っ
た
。

（
59
）　

こ
の
時
期
の
社
会
主
義
教
育
運
動
は
、
資
本
主
義
勢
力
の
復
辟
、
階
級
闘
争
の
激
化
、
修
正
主
義
の
出
現
な
ど
に
危
機
感
を
覚
え
た

毛
沢
東
が
主
導
し
て
農
村
を
中
心
に
展
開
さ
れ
た
。
社
会
主
義
教
育
運
動
の
発
動
の
経
緯
と
展
開
過
程
に
つ
い
て
は
、
前
出
の
薄
一
波
が
、

当
事
者
と
し
て
以
下
の
回
顧
録
の
中
で
詳
細
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
前
掲
、『
若
干
重
大
決
策
與
事
件
的
回
顧
』
下
巻
、
一
一
〇
五
―
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一
一
三
六
頁
。

（
60
）　

前
掲
、『
毛
沢
東
年
譜
（
一
九
四
九
―
一
九
七
六
）』
第
五
巻
の
各
頁
を
参
照
。

（
61
）　

湖
南
省
委
書
記
処
書
記
、
長
沙
市
委
第
一
書
記

（
62
）　

湖
南
省
委
書
記
処
書
記
、
湖
南
省
副
省
長

（
63
）　

中
央
政
治
局
候
補
委
員
、
中
共
中
央
華
北
局
第
二
書
記
、
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
委
第
一
書
記
、
国
務
院
副
総
理
兼
国
家
民
族
事
務
委

員
会
主
任
、
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
人
民
委
員
会
主
席

（
64
）　

中
央
委
員
会
候
補
委
員
、
中
共
中
央
華
北
局
書
記
処
書
記
、
山
西
省
委
第
一
書
記

（
65
）　

中
央
委
員
会
候
補
委
員
、
中
共
中
央
華
北
局
書
記
処
書
記
、
北
京
市
委
第
二
書
記

（
66
）　

中
共
中
央
華
東
局
書
記
処
書
記
、
山
東
省
委
第
一
書
記
、
済
南
軍
区
政
治
委
員

（
67
）　

前
掲
、『
毛
沢
東
年
譜
（
一
九
四
九
―
一
九
七
六
）』
第
五
巻
、
三
三
五
―
四
四
二
頁
。




